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商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

参
照
条
文

（
参
照
法
律
一
覧
）

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

１

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

７

○
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三

十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正

さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
（
昭
和
五
〇
年
条
約
第
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

８

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
商
標
登
録
の
要
件
）

第
三
条

自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
標
を
除
き
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
商
品
又
は
役
務
の
普
通
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

二

そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
商
標

三

そ
の
商
品
の
産
地
、
販
売
地
、
品
質
、
原
材
料
、
効
能
、
用
途
、
数
量
、
形
状
（
包
装
の
形
状
を
含
む
。
）
、
価
格
若
し
く
は
生
産
若
し
く
は
使
用
の

方
法
若
し
く
は
時
期
又
は
そ
の
役
務
の
提
供
の
場
所
、
質
、
提
供
の
用
に
供
す
る
物
、
効
能
、
用
途
、
数
量
、
態
様
、
価
格
若
し
く
は
提
供
の
方
法
若
し

く
は
時
期
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

四

あ
り
ふ
れ
た
氏
又
は
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

五

極
め
て
簡
単
で
、
か
つ
、
あ
り
ふ
れ
た
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標

２

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
商
標
で
あ
つ
て
も
、
使
用
を
さ
れ
た
結
果
需
要
者
が
何
人
か
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

国
旗
、
菊
花
紋
章
、
勲
章
、
褒
章
又
は
外
国
の
国
旗
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

二

パ
リ
条
約
（
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ

で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機

関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国
の
紋
章
そ
の
他
の
記
章
（
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国

の
国
旗
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

三

国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関
を
表
示
す
る
標
章
で
あ
つ
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標
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四

赤
十
字
の
標
章
及
び
名
称
等
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
一
条
の
標
章
若
し
く
は
名
称
又
は
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
特
殊
標
章
と
同
一
又
は
類

似
の
商
標

五

日
本
国
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
監
督
用
又
は
証
明
用

の
印
章
又
は
記
号
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
標
章
を
有
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
印
章
又
は
記
号
が
用
い
ら
れ
て

い
る
商
品
又
は
役
務
と
同
一
又
は
類
似
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

六

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
、
公
益
に
関
す
る
団
体
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
又
は
公
益
に
関
す
る
事
業
で
あ

つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
を
表
示
す
る
標
章
で
あ
つ
て
著
名
な
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

七

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標

八

他
人
の
肖
像
又
は
他
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
若
し
く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
若
し
く
は
筆
名
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
含
む
商
標
（
そ
の

他
人
の
承
諾
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

九

政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
政
府
等
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
博
覧
会
若
し
く
は
政
府
等
以
外
の
者
が
開
設
す
る
博
覧
会
で
あ
つ
て
特

許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
又
は
外
国
で
そ
の
政
府
等
若
し
く
は
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会
の
賞
と
同
一
又
は
類
似
の
標
章

を
有
す
る
商
標
（
そ
の
賞
を
受
け
た
者
が
商
標
の
一
部
と
し
て
そ
の
標
章
の
使
用
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ

て
、
そ
の
商
品
若
し
く
は
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
一

当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
他
人
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商

品
若
し
く
は
指
定
役
務
（
第
六
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
商
品
又
は
役
務
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
二

他
人
の
登
録
防
護
標
章
（
防
護
標
章
登
録
を
受
け
て
い
る
標
章
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
防
護
標
章
登
録
に
係
る

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
三

商
標
権
が
消
滅
し
た
日
（
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
決
定
又
は
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
確
定
の
日
。
以
下
同
じ

。
）
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い
他
人
の
商
標
（
他
人
が
商
標
権
が
消
滅
し
た
日
前
一
年
以
上
使
用
を
し
な
か
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
類

似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
権
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も

の
十
四

種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
を
受
け
た
品
種
の
名
称
と
同
一
又
は
類
似
の
商
標
で
あ
つ
て

、
そ
の
品
種
の
種
苗
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

十
五

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標
（
第
十
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
六

商
品
の
品
質
又
は
役
務
の
質
の
誤
認
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
標

十
七

日
本
国
の
ぶ
ど
う
酒
若
し
く
は
蒸
留
酒
の
産
地
の
う
ち
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
を
表
示
す
る
標
章
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
ぶ
ど
う

酒
若
し
く
は
蒸
留
酒
の
産
地
を
表
示
す
る
標
章
の
う
ち
当
該
加
盟
国
に
お
い
て
当
該
産
地
以
外
の
地
域
を
産
地
と
す
る
ぶ
ど
う
酒
若
し
く
は
蒸
留
酒
に
つ

い
て
使
用
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
有
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
当
該
産
地
以
外
の
地
域
を
産
地
と
す
る
ぶ
ど
う
酒
又
は
蒸
留
酒
に
つ
い
て
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使
用
を
す
る
も
の

十
八

商
品
又
は
商
品
の
包
装
の
形
状
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
品
又
は
商
品
の
包
装
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
立
体
的
形
状
の
み
か
ら
な
る
商
標

十
九

他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
け
る
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
商
標
と
同
一

又
は
類
似
の
商
標
で
あ
つ
て
、
不
正
の
目
的
（
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
、
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
そ
の
他
の
不
正
の
目
的
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
も
つ
て
使
用
を
す
る
も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２
〜
４

（
略
）

（
商
標
登
録
出
願
）

第
五
条

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
に
必
要
な
書
面
を
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標

三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

２
〜
４

（
略
）

（
団
体
商
標
）

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
若
し
く
は
事
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
特
別
の
法
律

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
組
合
（
法
人
格
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
人
は
、
そ
の
構
成
員
に
使
用
を
さ
せ
る
商
標
に
つ

い
て
、
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
自
己
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
自
己
又
は
そ
の
構
成
員
の
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
団
体
商
標
の
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
商
標
登
録
出
願
に
お
い
て
、
商
標
登
録
出
願
人
が
第
一
項

に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
願
時
の
特
例
）

第
九
条

政
府
等
が
開
設
す
る
博
覧
会
若
し
く
は
政
府
等
以
外
の
者
が
開
設
す
る
博
覧
会
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
、
パ
リ
条
約
の
同
盟
国

、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
領
域
内
で
そ
の
政
府
等
若
し
く
は
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会

に
、
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
国
の
領
域
内
で
そ
の
政
府
等
若

し
く
は
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
が
開
設
す
る
国
際
的
な
博
覧
会
で
あ
つ
て
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
出
品
し
た
商
品
又
は
出
展
し
た
役
務
に
つ
い
て

使
用
を
し
た
商
標
に
つ
い
て
、
そ
の
商
標
の
使
用
を
し
た
商
品
を
出
品
し
た
者
又
は
役
務
を
出
展
し
た
者
が
そ
の
出
品
又
は
出
展
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ

の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
と
し
て
商
標
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
は
、
そ
の
出
品
又
は
出
展
の
時
に
し
た
も
の

と
み
な
す
。

２

（
略
）

（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）

第
九
条
の
二

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
で
さ
れ
た
商
標
（
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
商
標
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
登
録
の
出
願
に
基
づ
く
優

先
権
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
商
標
に
相
当
す
る
商
標
の
登
録
の
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
に
つ
い
て
パ
リ
条
約
第
四
条
に
定
め
る
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
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主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
の
三

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
に
お
い
て
し
た
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
は
、
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り

、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
民
又
は
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
の
国
民
（
パ
リ
条
約
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
盟
国
の
国
民
と
み
な
さ
れ

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標

る
者
を
含
む
。
）

法
条
約
の
締
約
国

世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ｃ
第
一
条
３
に

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機

規
定
す
る
加
盟
国
の
国
民
を
い
う
。
）
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国
民

関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締

約
国

（
出
願
の
変
更
）

第
十
一
条

商
標
登
録
出
願
人
は
、
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
を
通
常
の
商
標
登
録
出
願
（
団
体
商
標
の
商
標
登
録
出
願
以
外
の
商
標
登
録
出
願
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登
録
出
願
の
変
更
は
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
し
た
後
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
・
５

（
略
）

第
十
二
条

防
護
標
章
登
録
出
願
人
は
、
そ
の
防
護
標
章
登
録
出
願
を
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
十
三
条

特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
登
録
出
願
の
日
か
ら
三

月
」
と
、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
」
と
あ
る
の
は
「
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国

」
と
、
同
項
中
「
若
し
く
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
」
と
あ
る
の
は
「
、
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
民
若
し
く
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の

国
民
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

（
拒
絶
の
査
定
）

第
十
五
条

（
略
）

一

（
略
）

二

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
条
約
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
商
標
登
録
出
願
が
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。

（
商
標
権
の
移
転
）

第
二
十
四
条
の
二

商
標
権
の
移
転
は
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
分
割
し
て
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
機
関
又
は
公
益
に
関
す
る
団
体
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
の
商
標
登
録
出
願
で
あ
つ
て
、



- 5 -

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る
商
標
権
は
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

公
益
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
を
行
つ
て
い
る
者
の
商
標
登
録
出
願
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
係
る

商
標
権
は
、
そ
の
事
業
と
と
も
に
す
る
場
合
を
除
き
、
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
商
標
権
の
移
転
に
係
る
混
同
防
止
表
示
請
求
）

第
二
十
四
条
の
四

商
標
権
が
移
転
さ
れ
た
結
果
、
同
一
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
類
似
の
登
録
商
標
又
は
類
似
の
商
品
若
し
く
は
役
務

に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
若
し
く
は
類
似
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
が
異
な
つ
た
商
標
権
者
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
の
登

録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
に
よ
り
他
の
登
録
商
標
に
係

る
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
の
業
務
上
の
利
益
（
当
該
他
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
て
い
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
害

さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
当
該
一
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権

者
又
は
通
常
使
用
権
者
に
対
し
、
当
該
使
用
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ

の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
他
人
の
特
許
権
等
と
の
関
係
）

第
二
十
九
条

商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
が
そ
の
使
用
の
態
様
に
よ
り

そ
の
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
出
願
に
係
る
他
人
の
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
又
は
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
日
前
に
生
じ
た
他
人
の
著
作
権

と
抵
触
す
る
と
き
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
う
ち
抵
触
す
る
部
分
に
つ
い
て
そ
の
態
様
に
よ
り
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
先
使
用
に
よ
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）

第
三
十
二
条

他
人
の
商
標
登
録
出
願
前
か
ら
日
本
国
内
に
お
い
て
不
正
競
争
の
目
的
で
な
く
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又

は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
を
し
て
い
た
結
果
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
際
（
第

九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
が
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
時
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
と
き
は
、
も
と
の
商
標
登
録
出
願
の
際
又
は
手
続
補
正
書
を
提
出
し
た
際
）
現
に
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と

し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商

品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務

と
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
の
混
同
を
防
ぐ
の
に
適
当
な
表
示
を
付
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
無
効
審
判
の
請
求
登
録
前
の
使
用
に
よ
る
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
）

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
が
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
の
登
録
前
に
商
標
登
録
が
同
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
ら
な

い
で
日
本
国
内
に
お
い
て
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
当
該
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る

商
標
の
使
用
を
し
、
そ
の
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者

は
、
継
続
し
て
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
そ
の
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す

る
。
当
該
業
務
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

一

同
一
又
は
類
似
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
の
二
以
上
の
商
標
登
録
の
う
ち
、
そ
の
一
を
無
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効
に
し
た
場
合
に
お
け
る
原
商
標
権
者

二

商
標
登
録
を
無
効
に
し
て
同
一
又
は
類
似
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
又
は
類
似
の
商
標
に
つ
い
て
正
当
権
利
者
に
商
標

登
録
を
し
た
場
合
に
お
け
る
原
商
標
権
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
審
判
の
請
求
の
登
録
の
際
現
に
そ
の
無
効
に
し
た
商
標
登
録
に
係
る
商
標
権
に
つ
い
て
の

専
用
使
用
権
又
は
そ
の
商
標
権
若
し
く
は
専
用
使
用
権
に
つ
い
て
の
第
三
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
効
力
を
有

す
る
通
常
使
用
権
を
有
す
る
者

２

当
該
商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
相
当
の
対
価
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
補
正
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
審
判
）

第
四
十
五
条

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ

た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
新
た
な
商
標
登
録
出
願
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
の
請
求
に
準
用
す
る
。

（
商
標
登
録
の
取
消
し
の
審
判
）

第
五
十
条

継
続
し
て
三
年
以
上
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
い
ず
れ
も
が
各
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い

て
の
登
録
商
標
（
書
体
の
み
に
変
更
を
加
え
た
同
一
の
文
字
か
ら
な
る
商
標
、
平
仮
名
、
片
仮
名
及
び
ロ
ー
マ
字
の
文
字
の
表
示
を
相
互
に
変
更
す
る
も
の

で
あ
つ
て
同
一
の
称
呼
及
び
観
念
を
生
ず
る
商
標
、
外
観
に
お
い
て
同
視
さ
れ
る
図
形
か
ら
な
る
商
標
そ
の
他
の
当
該
登
録
商
標
と
社
会
通
念
上
同
一
と
認

め
ら
れ
る
商
標
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
を
し
て
い
な
い
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標
登
録

を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
審
判
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
審
判
の
請
求
の
登
録
前
三
年
以
内
に
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通

常
使
用
権
者
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
請
求
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
の
登
録
商
標

の
使
用
を
し
て
い
る
こ
と
を
被
請
求
人
が

証
明
し
な
い
限
り
、
商
標
権
者
は
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
係
る
商
標
登
録
の
取
消
し
を
免
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

に
つ
い
て
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
被
請
求
人
が
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

第
一
項
の
審
判
の
請
求
前
三
月
か
ら
そ
の
審
判
の
請
求
の
登
録
の
日
ま
で
の
間
に
、
日
本
国
内
に
お
い
て
商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権

者
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
請
求
に
係
る
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
が
そ
の
審

判
の
請
求
が
さ
れ
る
こ
と
を
知
つ
た
後
で
あ
る
こ
と
を
請
求
人
が
証
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
は
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
商
標
の
使
用
に

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
被
請
求
人
が
明
ら
か
に
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
二
条
の
二

商
標
権
が
移
転
さ
れ
た
結
果
、
同
一
の
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
類
似
の
登
録
商
標
又
は
類
似
の
商
品
若
し
く
は
役
務

に
つ
い
て
使
用
を
す
る
同
一
若
し
く
は
類
似
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
が
異
な
つ
た
商
標
権
者
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
の
登

録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
が
不
正
競
争
の
目
的
で
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使
用
で
あ
つ
て
他
の
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
者
、

専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る
も
の
を
し
た
と
き
は
、
何
人
も
、
そ
の
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
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に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条

専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
が
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標

又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
の
使
用
で
あ
つ
て
商
品
の
品
質
若
し
く
は
役
務
の
質
の
誤
認
又
は
他
人
の
業
務
に
係
る
商
品
若
し
く
は
役
務
と
混
同
を
生
ず
る

も
の
を
し
た
と
き
は
、
何
人
も
、
当
該
商
標
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
商
標
権
者
が
そ
の
事
実

を
知
ら
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の
注
意
を
し
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

当
該
商
標
権
者
で
あ
つ
た
者
又
は
専
用
使
用
権
者
若
し
く
は
通
常
使
用
権
者
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
使
用
を
し
た
も
の
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
商
標
登
録
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
標
登
録
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指

定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く
は
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
に
つ
い
て
の
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

３

第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
審
判
に
準
用
す
る
。

（
防
護
標
章
登
録
の
要
件
）

第
六
十
四
条

商
標
権
者
は
、
商
品
に
係
る
登
録
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
商
品
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
に
係
る
指
定
商
品
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
商
品
以
外
の
商
品
又
は
指
定
商
品
に
類
似
す
る
役
務
以
外
の
役
務
に
つ
い
て
他
人

が
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
商
品
又
は
役
務
と
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
商
品
と
が
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
と
同
一
の
標
章
に
つ
い
て
の
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

商
標
権
者
は
、
役
務
に
係
る
登
録
商
標
が
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
役
務
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
登
録
商
標
に
係
る
指
定
役
務
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
役
務
以
外
の
役
務
又
は
指
定
役
務
に
類
似
す
る
商
品
以
外
の
商
品
に
つ
い
て
他
人
が
登
録
商

標
の
使
用
を
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
役
務
又
は
商
品
と
自
己
の
業
務
に
係
る
指
定
役
務
と
が
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る

役
務
又
は
商
品
に
つ
い
て
、
そ
の
登
録
商
標
と
同
一
の
標
章
に
つ
い
て
の
防
護
標
章
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
標
登
録
表
示
）

第
七
十
三
条

商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
商
品
の
包
装
若

し
く
は
指
定
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
物
に
登
録
商
標
を
付
す
る
と
き
、
又
は
指
定
役
務
の
提
供
に
当
た
り
そ
の
提
供
を
受
け
る
者
の
当
該
指
定
役
務
の

提
供
に
係
る
物
に
登
録
商
標
を
付
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
に
そ
の
商
標
が
登
録
商
標
で
あ
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
商
標
登
録
表
示
」
と
い
う
。
）
を
付
す

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）

第
四
十
三
条

パ
リ
条
約
第
四
条
Ｄ

の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
並
び
に
最
初
に
出
願
を
し
若
し
く

(1)

は
同
条
Ｃ

の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
又
は
同
条
Ａ

の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の

(4)

(2)

同
盟
国
の
国
名
及
び
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を
特
許
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
５

（
略
）
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（
パ
リ
条
約
の
例
に
よ
る
優
先
権
主
張
）

第
四
十
三
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
を
主
張
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

○
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十

四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ

た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
（
昭
和
五
〇
年
条
約
第
二
号
）
（
抄
）

第
四
条

優
先
権

Ａ

（
略
）

(1)
Ａ

各
同
盟
国
の
国
内
法
令
又
は
同
盟
国
の
間
で
締
結
さ
れ
た
二
国
間
若
し
く
は
多
数
国
間
の
条
約
に
よ
り
正
規
の
国
内
出
願
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
出
願
は

(2)
、
優
先
権
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

Ａ

（
略
）

(3)
Ｂ

（
略
）

Ｃ

〜
Ｃ

（
略
）

(1)

(3)

Ｃ

に
い
う
最
初
の
出
願
と
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
同
一
の
同
盟
国
に
お
い
て
さ
れ
た
後
の
出
願
は
、
先
の
出
願
が
、
公
衆
の
閲
覧
に
付
さ
れ
な
い
で
、

(4)

(2)
か
つ
、
い
か
な
る
権
利
を
も
存
続
さ
せ
な
い
で
、
後
の
出
願
の
日
ま
で
に
取
り
下
げ
ら
れ
、
放
棄
さ
れ
又
は
拒
絶
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
、
及
び
そ
の
先

の
出
願
が
ま
だ
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
出
願
の
日
は
、
優
先
期
間
の
初
日
と

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
先
の
出
願
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

Ｄ
〜
Ｉ

（
略
）


